
 
令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 よ り 「 高 崎 市 こ ど も 誰 で も 通 園 事 業 」 を 開 始 し ま す 。  

本 事 業 は 普 段 保 育 所 等 に 通 っ て い な い こ ど も を 対 象 に 、 保 護 者 の 就 労 等 の 要 件 を

問 わ ず 保 育 所 や 認 定 こ ど も 園 へ の 通 園 （ 上 限 ： 月 １ ０ 時 間 ） を 可 能 と す る も の で す 。  

※ 本 事 業 は 国 の こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 （ 仮 称 ） の 本 格 実 施 を 見 据 え た 試 行 的 事 業 で あ り 、 令 和 ７

年 度 以 降 の 取 扱 い は 未 定 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高崎市こども誰でも通園事業について 

○ 対 象 者 … 高 崎 市 に 住 所 が あ り 、 保 育 園 、 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 地 域 型 保 育 事 業 、 企 業 主

導 型 保 育 事 業 の 利 用 が な い 生 後 ６ ヵ 月 ～ 満 ３ 歳 未 満 の こ ど も  

○ 利 用 施 設 … 別 紙 利 用 施 設 一 覧 を ご 覧 く だ さ い  

○ 利 用 時 間 … 上 限 月 １ ０ 時 間 （ ３ ０ 分 単 位 の 利 用 が 可 能 ）  

○ 利 用 料 金 … １ 時 間 あ た り ３ ０ ０ 円 （ ３ ０ 分 あ た り １ ５ ０ 円 ）  

※ 世 帯 状 況 や 住 民 税 課 税 状 況 に よ り 利 用 料 が 助 成 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。  

利 用 条 件 等  

                                     

                                     

                                     

                                             

                                     

                                     

                                     

① 利 用 者 が 予 約 ・ 申 請 書 記 入 （ 初 回 の み ） ・

利 用 料 金 支 払 い  

※ ２ 回 目 以 降 は 利 用 状 況 確 認 票 （ ② 参 照 ） を 毎 回

提 示  

② 利 用 状 況 確 認 票 交 付 （ 初 回 の み ） ・ 保 育 サ

ー ビ ス 提 供  

③ 利 用 料 助 成 （ 利 用 料 助 成 対 象 者 の み ）  

※ 年 度 末 に 一 括 支 払 い  

利 用 の 流 れ  

③  

②  

①  

利 用 者  施 設  

市  

世 帯 状 況 や 住 民 税 課 税 状 況 に 応 じ て 年 度 末 に 利 用 料 の 助 成 を し ま す 。 対 象 と な る 方 に は 年 度 末

に お 知 ら せ い た し ま す 。  

＜ 助 成 額 一 覧 ＞  

区 分  助 成 額 （ １ 時 間 あ た り ）  

生 活 保 護 世 帯  300 円  

住 民 税 非 課 税 世 帯  240 円  

住 民 税 の 世 帯 所 得 割 が 77,101 円 未 満 の 世 帯  210 円  

 

利 用 料 の 助 成 に つ い て  



【 利 用 に あ た っ て の 留 意 事 項 】  

・ 利 用 こ ど も は ０ 歳 ６ か 月 か ら 満 ３ 歳 未 満 と な り ま す 。 ３ 歳 の 誕 生 日 の

前 々 日 ま で の 利 用 が 可 能 で す 。  

・ 現 に 高 崎 市 に 居 住 し 、 住 所 を 有 す る も の が 対 象 と な る た め 、 市 外 に 転 出

し た 場 合 は 利 用 が で き ま せ ん 。  

・ 利 用 こ ど も が 認 可 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 地 域 型 保 育 事 業 、 企

業 主 導 型 保 育 事 業 の 利 用 が あ る （ 又 は 開 始 し た ） 場 合 、 本 事 業 の 利 用 は

で き ま せ ん 。  

・ 上 記 の 利 用 要 件 に 当 た ら な い こ と が 確 認 さ れ た 場 合 に は 市 が 施 設 へ 支 払

う べ き 費 用 を 利 用 者 に 負 担 し て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

・ 当 日 キ ャ ン セ ル が あ っ た 場 合 は 、 あ ら か じ め 予 約 し て い た 時 間 の 利 用 が

あ っ た も の と し ま す 。  

※ 当 日 キ ャ ン セ ル を し た 予 約 分 の 利 用 料 金 の 支 払 い の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

・ 施 設 に よ っ て 、 開 所 日 ・ 開 所 時 間 ・ 受 入 可 能 年 齢 は 異 な り ま す 。 利 用 施

設 一 覧 （ 市 ホ ー ム ペ ー ジ 参 照 ） を ご 覧 く だ さ い 。 な お 、 各 施 設 の 受 入 れ

定 員 に 達 し て い る 場 合 や 保 育 士 の 配 置 状 況 に よ り 予 約 を 承 る こ と が で き

な い 場 合 が あ り ま す 。  

※ 年 度 途 中 に お い て 実 施 施 設 が 変 更 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

・ 給 食 や お や つ を 提 供 す る 場 合 、 利 用 料 金 と は 別 に 実 費 を お 支 払 い た だ く

こ と が あ り ま す 。 （ 給 食 ・ お や つ の 提 供 の 有 無 は 施 設 及 び 利 用 時 間 に よ

り 異 な り ま す ）  

・ 各 施 設 の 初 回 利 用 時 等 に 親 子 登 園 を お 願 い す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

お 問 い 合 わ せ 先  

高 崎 市 役 所  福 祉 部 保 育 課   

TEL： 027-321-1246（ 直 通 ）  


